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第133期

定時株主総会 招集ご通知
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日 時 平成30年6月27日(水曜日)午前10時
※開会間際は受付が混雑いたしますので､お早めにご来場ください。
　なお､受付開始は午前9時を予定しております。

場 所 東京都新宿区西新宿六丁目6番2号
ヒルトン東京
4階｢菊の間｣

議 案 第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　取締役10名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件
第4号議案　取締役の報酬等の額改定の件

 

第5号議案　取締役に対する業績連動型株式報
酬等の額及び内容決定の件

証券コード　7762

表紙
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株 主 各 位 証券コード  7762
平成30年6月5日

東京都西東京市田無町六丁目1番12号

代表取締役社長 戸倉　敏夫

第133期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第133期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知
申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、平成30年6月26日（火曜日）午後
5時45分までに議決権を行使いただきたく、お願い申し上げます。
〔郵送による議決権の行使〕
　同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。
〔インターネット等による議決権の行使〕
　4ページに記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議
決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行
使期限までに賛否をご入力ください。

敬　具

⃝ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
⃝ 「連結株主資本等変動計算書」、｢連結計算書類の連結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個別注記表」

につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、
本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

⃝ 監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記
載の各書類のほか、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております「連結株主資本等変動計算書」、「連結計算
書類の連結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個別注記表」であります。

⃝ 株主総会参考書類、事業報告並びに連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載いたします。

当社ウェブサイト（http://www.citizen.co.jp/ir/stocks/meeting.html)
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記

1 日　　時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時
※開会間際は受付が混雑いたしますので、お早めにご来場ください。

なお、受付開始は午前9時を予定しております。

2 場　　所 東京都新宿区西新宿六丁目6番2号
ヒルトン東京　4階「菊の間」

3 目的事項 報告事項 1．第133期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

2．第133期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類
報告の件

決議事項 第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　取締役10名選任の件
第3号議案　監査役1名選任の件
第4号議案　取締役の報酬等の額改定の件

 

第5号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定
の件

4 議決権の行使等に
ついてのご案内 3ページに記載の「議決権の行使等についてのご案内」をご参照ください。

以　上
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議決権の行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です。）。

日 時 平成30年 6 月27日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時予定）

場 所 ヒルトン東京　4階「菊の間」
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
※当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネット等による議決権

行使のお手続はいずれも不要です。

郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 平成30年 6 月26日（火曜日）午後5時45分到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合

4ページに記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、パソコン、ス
マートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、
画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 平成30年 6 月26日（火曜日）午後5時45分まで

3

議決権の行使等についてのご案内
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インターネット等による議決権行使のご案内
1．議決権行使サイトについて

（1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決
権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（た
だし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

（2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用さ
れている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のイ
ンターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（3) ご不明な点等がございましたら本ページ末尾に記載のヘルプデスクへお問い合わせください。
2．インターネットによる議決権行使方法について

（1) 議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」
及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用
の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承くだ
さい。

（3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
3．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

（1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容
を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

（2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせてい
ただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使
された内容を有効とさせていただきます。

4．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（プロバイダ接続料金、電話料金等）は、株主様のご
負担となります。

《機関投資家の皆様へ》
　議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電 話 0120-173-027 （通話料無料）
受付時間 9:00～21:00

以　上
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株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策と位置付けており、配当及び自己株式取得の合計額の親会社株
主に帰属する当期純利益に対する比率を「株主還元性向」と捉え、3年間平均での株主還元性向を30％以上とす
ることを基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援にお応えするため、上記の基本方針、当期の業績、今後
の事業展開等を総合的に勘案し、普通配当8円50銭に、創業100周年を記念した記念配当5円を加えて、以下の
とおり、1株につき13円50銭（中間配当金8円50銭を含め年間配当金は1株につき22円）といたしたいと存じ
ます。

1．配当財産の種類
金銭

2．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13円50銭 配当総額4,296,850,956円

3．剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月28日

（ご参考）
　本議案が原案どおり承認されますと、第131期（平成27年度）から第133期（平成29年度）までの3年間平
均での株主還元性向は46.5％となります。

第131期
（平成27年度）

第132期
（平成28年度）

第133期（当期）
（平成29年度）

配当金額
（1株当たり年間配当金）

（百万円）
（円）

5,411
(17)

5,410
(17)

7,002
(22)

自己株式取得額 （百万円） 4,999 － －

合　　計 （百万円） 10,410 5,410 7,002

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 13,201 16,573 19,303
5
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第2号議案 取締役10名選任の件
　取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、当社グループにおけるコンプライアンス体制及びグループリスクマネジメント機能の更なる強
化を通じたコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役1名を増員し、あわせて取締役10名の選
任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 氏名 当社における地位及び担当 候補者属性 取締役会への出席状況

1 と

戸
く ら

倉
 

　
と し

敏
お

夫 代 表 取 締 役
社 長 － 再 任 17回／17回

（100％）

2 さ

佐
と う

藤
 

　
と し

敏
ひ こ

彦 専 務 取 締 役 時計生産統括 再 任 17回／17回
（100％）

3 た け

竹
う ち

内
 

　
の り

則
お

夫 常 務 取 締 役 営業統括本部長 再 任 17回／17回
（100％）

4 ふ る

古
か わ

川
 

　
と し

敏
ゆ き

之 取 締 役 経営企画部長、経理部・広報IR室・情
報システム部担当 再 任 17回／17回

（100％）

5 な か

中
じ ま

島
 

　
け い

圭
い ち

一 取 締 役 － 再 任 17回／17回
（100％）

6 し ら

白
い

井
 

　
し ん

伸
じ

司 取 締 役 製品統括本部長、品質保証統括部担当 再 任 13回／13回
（100％）

7 お お

大
じ

治
 

　
よ し

良
た か

高 取 締 役 営業統括本部副本部長 再 任 13回／13回
（100％）

8 み や

宮
も と

本　
よ し

佳
あ き

明 上席執行役員 グループリスクマネジメント、総務部
長、人事部担当 新 任 －

9 こ

小
ま つ

松
 

　
ま さ

正
あ き

明 社 外 取 締 役 － 再 任
社 外
独 立

17回／17回
（100％）

10 て ら

寺
さ か

坂
 

　
ふ み

史
あ き

明 社 外 取 締 役 － 再 任
社 外
独 立

13回／13回
（100％）

6

取締役選任の件



2018/05/23 15:31:35 / 17368535_シチズン時計株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

1
再 任

と

戸
く ら

倉　
と し

敏
お

夫
(昭和24年12月6日生)

昭和48年 4月 シチズン商事㈱入社

15,831株

平成14年 6月 同社取締役
平成16年10月 当社執行役員
平成19年 4月 シチズン時計㈱常務取締役
平成21年 4月 同社専務取締役
平成22年 6月 当社常務取締役
平成22年 6月 当社経営企画部長
平成23年 6月 当社経営企画部・知的財産部・開発部担当
平成24年 4月 当社代表取締役社長（現職）
平成26年 3月 シチズン時計㈱取締役
平成26年 4月 同社代表取締役社長

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況

当社の代表取締役社長として当社グループの経営を担い、中期経営計画
「シチズングローバルプラン2018」の策定及び実行を強力に推進した実
績と経営全般における豊富な経験や見識を踏まえ、引き続き当社グループ
事業の推進への貢献が期待できることから、取締役候補者といたしまし
た。

17回/17回
(100％)

候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

2
再 任

さ

佐
と う

藤　
と し

敏
ひ こ

彦
(昭和30年11月16日生)

昭和56年 4月 当社入社

5,548株

平成21年 8月 当社開発部長
平成24年 4月 シチズンファインテックミヨタ㈱（現シチズンファイン

デバイス㈱）代表取締役社長
平成27年 6月 当社取締役
平成28年 4月 シチズン時計㈱取締役
平成28年 4月 同社生産統括、製品開発事業部長、品質保証部担当
平成28年10月 当社時計生産統括（現職）
平成28年10月 当社製品開発本部長、品質保証部担当
平成29年 4月 当社製品統括本部・品質保証統括部担当
平成29年 4月 シチズン時計マニュファクチャリング㈱代表取締役社長

（現職）
平成29年 6月 当社常務取締役
平成30年 4月 当社専務取締役（現職）

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況
主として当社グループのデバイス事業に携わり、シチズンファインテック
ミヨタ㈱（現シチズンファインデバイス㈱）の代表取締役社長として当社
グループのデバイス事業の経営を担った実績、当社の取締役として時計生
産の統括を担った実績と経験等を踏まえ、引き続き当社グループ事業の推
進への貢献が期待できることから、取締役候補者といたしました。

17回/17回
(100％)

7

取締役選任の件
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候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

3
再 任

た け

竹
う ち

内　
の り

則
お

夫
(昭和33年8月31日生)

昭和56年 4月 当社入社

6,750株

平成17年11月 当社時計事業統括本部マーケティング本部付（ドイツ駐在）
平成22年 6月 シチズン時計㈱執行役員
平成22年 6月 同社時計事業企画本部長
平成23年 6月 同社取締役
平成23年 9月 同社戦略企画本部長
平成24年 6月 同社シチズンブランド事業本部長
平成25年10月 同社シチズンブランド事業部長
平成26年 6月 Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長（現職）
平成26年10月 Citizen Watch Company of America, Inc.取締役会長（現職）
平成27年 1月 シチズン時計㈱デザイン部担当
平成28年 4月 同社シチズンブランドマネージャー、BULOVA部担当
平成28年 6月 同社国内時計営業本部担当
平成28年 6月 当社取締役
平成28年10月 当社シチズンブランドマネージャー、シチズンブランド

事業部長、BULOVA部長、国内時計営業本部・宣伝部・
デザイン部担当

平成29年 4月 当社営業統括本部長（現職）
平成29年 6月 当社常務取締役（現職）

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況
当社の取締役として当社グループの時計事業における販売戦略及びブラ
ンド戦略を推進してきた実績、時計販売を担う海外子会社の経営を担当し
てきた実績と経験等を踏まえ、引き続き当社グループ事業の推進への貢献
が期待できることから、取締役候補者といたしました。

17回/17回
(100％)

8

取締役選任の件
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候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

4
再 任

ふ る

古
か わ

川　
と し

敏
ゆ き

之
(昭和38年1月19日生)

昭和61年 4月 当社入社

5,479株

平成 5年 3月 当社特販事業本部付（米国ニューヨーク駐在）
平成21年 4月 当社IR広報室長
平成22年 7月 当社経営企画部次長
平成23年 6月 当社経営企画部長
平成27年 4月 シチズン時計㈱取締役
平成27年 4月 同社経営企画部長、経理部担当
平成28年 4月 シチズン・フィナンシャル・サービス㈱代表取締役社長

（現職）
平成28年 6月 当社取締役（現職）
平成28年 6月 当社経営企画部長、経理部・広報IR室担当（現職）
平成28年10月 当社情報システム部担当（現職）

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況

当社のIR広報室長として投資家との対話や広報戦略に携わった後、当社の
経営企画部長として当社グループの経営戦略を策定してきた実績、当社の
取締役として経営企画部及び経理部等を担当してきた実績と経験を踏ま
え、引き続き当社グループ事業の推進への貢献が期待できることから、取
締役候補者といたしました。

17回/17回
(100％)

候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

5
再 任

な か

中
じ ま

島　
け い

圭
い ち

一
(昭和33年8月14日生)

昭和57年 4月 当社入社

15,789株

平成13年 3月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長
平成16年 8月 シチズン精機㈱経営企画部長
平成20年 3月 西鉄城（淄博）精密機械有限公司董事長
平成20年 4月 シチズンマシナリー㈱管理本部長
平成20年 6月 Citizen Machinery Asia Co., Ltd.代表取締役社長
平成20年 6月 Citizen Machinery Vietnam Co., Ltd.代表取締役社長
平成20年 6月 シチズンマシナリー㈱取締役
平成21年 3月 ㈱ミヤノ（現シチズンマシナリー㈱）社外取締役
平成22年 6月 シチズンマシナリー㈱執行役員
平成23年 4月 シチズンマシナリーミヤノ㈱（現シチズンマシナリー

㈱）執行役員
平成24年 4月 同社取締役執行役員
平成25年 4月 同社代表取締役社長（現職）
平成25年 6月 当社取締役（現職）

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況
主として当社グループの工作機械事業に携わり、シチズンマシナリー㈱の
代表取締役社長として当社グループの工作機械事業全体を牽引し、当社の
事業戦略を推進してきた実績と経験を踏まえ、引き続き当社グループ事業
の推進への貢献が期待できることから、取締役候補者といたしました。

17回/17回
(100％)

9
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候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

6
再 任

し ら

白
い

井
 

　
し ん

伸
じ

司
(昭和35年8月7日生)

昭和59年 3月 御代田精密㈱（現シチズンファインデバイス㈱）入社

2,584株

平成12年12月 務冠實業有限公司副工場長
平成20年 2月 広州務冠電子有限公司副董事長
平成22年 4月 同社董事長
平成23年 4月 シチズン時計ミヨタ㈱製造部長
平成23年 6月 同社執行役員
平成24年 6月 同社製造統括部長
平成25年 4月 シチズン時計㈱執行役員
平成25年 4月 同社技術開発本部商品開発センター長
平成25年 8月 同社技術開発本部副本部長
平成25年10月 同社製品開発事業部次長
平成25年11月 新星表業（東莞）有限公司董事長
平成28年 4月 新星工業有限公司董事長
平成28年10月 当社執行役員
平成28年10月 当社製品開発本部副本部長
平成29年 4月 当社製品統括本部長（現職）
平成29年 6月 当社取締役（現職）
平成29年 6月 当社品質保証統括部担当（現職）

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況
当社の子会社において時計製造に携わった後、時計製造を担う子会社の経
営を担当してきた経験と当社及び当社の子会社において時計の製造及び
時計に関する技術及び製品の開発を推進した実績等を踏まえ、引き続き当
社グループ事業の推進への貢献が期待できることから、取締役候補者とい
たしました。

13回/13回
(100％)

候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

7
再 任

お お

大
じ

治
 

　
よ し

良
た か

高
(昭和38年11月23日生)

昭和61年 4月 当社入社

2,503株

平成17年 8月 当社時計事業統括本部マーケティング本部付（シンガポール
駐在）

平成19年 4月 シチズン時計㈱CB事業部付（シンガポール駐在）
平成23年 6月 同社管理本部事業管理部長
平成23年 8月 同社戦略企画本部経営管理部長
平成24年 7月 同社経営企画部長
平成27年 4月 当社経営企画部長
平成28年 6月 シチズン時計㈱執行役員
平成28年 6月 同社製品開発事業部次長
平成28年10月 当社執行役員
平成28年10月 当社製品開発本部副本部長
平成29年 4月 当社営業統括本部副本部長（現職）
平成29年 6月 当社取締役（現職）

取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況
当社の海外子会社において時計販売に携わった後、当社及び当社の子会社
において経営企画部長として当社グループの時計事業における経営戦略
の推進を担った経験と当社において時計の製品開発を推進してきた実績
等を踏まえ、引き続き当社グループ事業の推進への貢献が期待できること
から、取締役候補者といたしました。

13回/13回
(100％)

10

取締役選任の件
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候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

8
新 任

み や

宮
も と

本　
よ し

佳
あ き

明
(昭和38年2月3日生)

平成 2年 8月 当社入社

1,999株

平成21年 4月 シチズン時計㈱管理本部事業管理部副部長
平成22年12月 同社企画本部戦略企画部副部長
平成24年 4月 Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

代表取締役社長
平成26年 4月 Citizen Watch Europe GmbH代表取締役社長
平成29年 4月 当社上席執行役員（現職）
平成29年 4月 当社総務部長（現職）
平成29年 6月 当社グループリスクマネジメント、人事部担当（現職）

取締役候補者とした理由

当社グループの時計製造を担う海外子会社において新工場の立ち上げを
推進した後、時計販売を担う海外子会社の経営を担当してきた経験と当社
の上席執行役員としてグループリスクマネジメント、総務部及び人事部を
担当した実績等を踏まえ、当社グループ事業の推進への貢献が期待できる
ことから、新たに取締役候補者といたしました。

【社外取締役候補者】
候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

9
再 任

こ

小
ま つ

松　
ま さ

正
あ き

明
(昭和22年1月4日生)

平成 8年 6月 シセイドー・インターナショナル・フランス S.A.S取締
役社長

6,000株
平成12年12月 資生堂化工㈱取締役社長
平成15年 6月 ㈱資生堂取締役執行役員
平成18年 4月 同社取締役執行役員常務
平成21年 4月 同社取締役執行役員専務
平成24年 6月 ㈱リョーサン社外取締役
平成27年 6月 当社社外取締役（現職）

社外取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営のチェックや監督
に活かしていただけること及び当社の社外取締役在任中の実績等を踏ま
え、引き続き社外取締役候補者といたしました。

17回/17回
(100％)

11
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候補者番号 氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

10
再 任

て ら

寺
さ か

坂　
ふ み

史
あ き

明
(昭和24年4月12日生)

平成16年 3月 サッポロビール㈱執行役員九州本部長

－株

平成16年 9月 同社取締役常務執行役員マーケティング本部長
平成17年 3月 同社取締役専務執行役員マーケティング本部長
平成21年 3月 同社専務執行役員
平成22年 3月 同社代表取締役社長
平成22年 3月 サッポロホールディングス㈱常務取締役兼グループ執行

役員
平成25年 3月 サッポロビール㈱相談役
平成26年 3月 同社顧問
平成27年11月 ㈱大庄社外監査役（現職）
平成29年 6月 ㈱富士通ゼネラル社外取締役（現職）
平成29年 6月 当社社外取締役（現職）

社外取締役候補者とした理由 取締役会への出席状況

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営のチェックや監督
に活かしていただけること及び当社の社外取締役在任中の実績等を踏ま
え、引き続き社外取締役候補者といたしました。

13回/13回
(100％)

(注）1．各候補者の略歴中にある「シチズン時計㈱」は、当社が平成19年4月2日に新設分割により設立した子会社であり、平成28
年10月1日に当社との合併により解散いたしました。

2．各候補者の所有する当社の株式の数には、持株会における持分を含んでおります。
3．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4．候補者　白井伸司、大治良高及び寺坂史明の各氏は、平成29年6月28日開催の第132期定時株主総会において新たに選任

されたため、その任期中の活動状況について記載しております。
5．候補者　小松正明及び寺坂史明の両氏は、社外取締役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定める独立役員

に指定し、届け出ております。
小松正明氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年、寺坂史明氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結
の時をもって1年であります。
なお、当社は、両氏が社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、
両氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任をご承認いただいた場合に
は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令に定める最低
責任限度額のいずれか高い額であります。

12

取締役選任の件
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第3号議案 監査役1名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役　白石晴久氏は辞任されます。つきましては、監査役1名の選任をお願いす
るものであります。
　監査役候補者は次のとおりであります。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名（生年月日) 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 所有する当社の株式の数

新 任

あ か

赤
つ か

塚
 

　
のぼる

昇
(昭和33年6月7日生)

昭和56年 4月 ㈱第一勧業銀行入行

－株

平成17年 5月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）アジア営
業部長

平成19年10月 同行海外営業推進部長
平成20年 4月 同行営業第十八部長
平成21年 4月 同行執行役員
平成23年 6月 東京センチュリーリース㈱常務執行役員
平成28年 3月 同社顧問（現職）
平成28年 4月 富士通リース㈱取締役会長（現職）

社外監査役候補者とした理由

銀行及び会社の経営者を長年務めたことにより高い知識や経験を有して
おり、これを当社の監査に活かしていただくことが期待できるため、社外
監査役として適任と判断いたしました。

(注）1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．候補者　赤塚　昇氏は、社外監査役候補者であります。当社は、同氏を東京証券取引所の定める独立役員に指定し、届け出

る予定であります。
3．候補者　赤塚　昇氏は、富士通リース㈱の取締役会長及び東京センチュリーリース㈱の顧問を務めており、当社グループ

は、各社との間にリース等の取引がありますが、その金額は各社の連結売上高の0.1%未満であり、取引の規模に照らして
一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏は、平成30年6月をもって、富士通リース
㈱の取締役会長及び東京センチュリーリース㈱の顧問を退任する予定であります。

4．候補者　赤塚　昇氏は、当社の主要な借入先の1社であります㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）の執行役員を
務めておりましたが、平成23年3月をもって同行の業務執行者を退任しております。

5．当社は、本総会において候補者　赤塚　昇氏の選任をご承認いただいた場合、同氏が監査役として期待される役割を十分に
発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契
約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令に定める最低責任限度額
のいずれか高い額とする予定であります。

13
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（ご参考）

社外役員の独立性判断基準

　当社は、当社の社外役員又はその候補者が、当社が合理的に可能な範囲で調査した結果、次に掲げるいずれの
項目にも該当しない場合に、当該社外役員又は社外役員候補者は一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立
性を有するものと判断します。

(1) 現在又は過去において、当社グループ（当社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。）の役員
（当社の社外取締役及び社外監査役を除く。）又は使用人であった者

(2) 当社を主要な取引先とする者（注1）又はその業務執行者（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第
2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。以下同じ。）

(3) 当社の主要な取引先（注2）又はその業務執行者
(4) 当社グループから役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門

家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う。）

(5) 当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産による寄附を受けている者（当該寄附を得ている者が
法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(6) 直接又は間接に、当社の総株主の議決権の10％以上を有する者又はその業務執行者
(7) 当社グループの役員又は使用人が他の会社の社外役員である場合であって、当該他の会社の当該社外役員以

外の役員又は使用人が、当社の社外役員又はその候補者である場合の当該役員又は使用人
(8) 当社の最終事業年度及び過去3事業年度において、(2)から(7)に該当する者
(9) (1)から(8)までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族

 

（注１）「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の当社グループに対する売上高が当該取引先グルー
プ（当該取引先並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団をいう。以下同じ。）の連結売上高
の2％以上である者をいう。

 

（注２）「当社の主要な取引先」とは、当社グループの当該取引先グループに対する売上高が当社の連結売上高
の2％以上である者をいう。
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第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、平成19年6月26日開催の第122期定時株主総会において、取締役（社外取締
役を除く。）の報酬等の総額を年額２億7,000万円以内、社外取締役の報酬等の総額を年額3,000万円以内とご
決議いただき今日に至っておりますが、当社及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向
けたインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保できる報酬水準とすることを目的として、当社の連結
業績との連動性をより高めた、支給上限の引上げを含む賞与支給基準の改定及び事業持株会社体制への移行に伴
う業務執行体制の変化その他諸般の事情を勘案いたしまして、取締役（社外取締役を除く。）の報酬等の総額を
年額3億7,000万円以内に改定することとし、賞与等（第5号議案が原案どおり承認可決された場合の株式報酬
を除く。）につきましてもその範囲内で支給いたしたいと存じます（ただし、従来どおり、社外取締役の報酬等
の額は年額3,000万円以内とし、社外取締役には賞与を支給しないことといたしたいと存じます。）。なお、従
来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しないことといたしたいと存じます。
　現在の取締役は9名（うち社外取締役2名）でありますが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締
役は10名（うち社外取締役2名）となります。
　なお、本議案は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会の勧告に基づい
て提出しております。
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第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

1．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
　当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下本議案において同じ。）の報酬は、「基本報酬」及
び「賞与」で構成されておりますが、新たに、当社の取締役を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式の
交付を行う業績連動型の株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入をお願いするものであります。
　本制度の導入は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値
増大への貢献意識を高めることを目的としており、導入は相当であると考えております。
　本議案は、平成19年6月26日開催の第122期定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬限度
額（年額2億7,000万円以内。第4号議案が原案どおり承認可決されますと、年額3億7,000万円以内。）とは別
枠で、取締役に対して株式報酬を支給する旨のご承認をお願いするものであります。
　本制度の対象となる取締役の員数は、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、8名となります。
　なお、本議案は、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会の勧告に基づい
て提出しております。
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2．本制度における報酬等の額・内容等
(1) 本制度の概要

　本制度は、当社が拠出する取締役の報酬額を原資として信託（以下「本信託」という。）を通じて当社株
式が取得され、取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）
の交付及び給付（以下「交付等」という。）を行う株式報酬制度です。（詳細は下記(2)以降のとおり。）

 
①本議案の対象となる当社株式等の

交付等の対象者
・当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）

②本議案の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限（下記
(2)のとおり。）

・3事業年度からなる対象期間を対象として拠出する金員の上限は、合計300百万円（た
だし、平成30年に設定する本制度は現行の中期経営計画の残りの期間である1事業年度
を対象として100百万円とする。）

本信託から取締役に交付等がなさ
れる当社株式等の数の上限及び当
社株式の取得方法（下記(2)及び(3)
のとおり。）

・1事業年度当たりに取締役に付与されるポイント数（当社株式数）の上限は150,000ポ
イント（150,000株）であり、発行済株式の総数（平成30年3月31日時点であり、自
己株式控除後）に対する割合は約0.05％

・当社株式は、株式市場または当社（自己株式処分）から取得予定

 
③業績達成条件の内容（下記(3)のと

おり。）

 

・中期経営計画に掲げる会社業績指標等（現行の中期経営計画では連結営業利益や
ROA）の達成度に応じて変動

 
④取締役に対する当社株式等の交付

等の時期（下記(4)のとおり。）
・原則として取締役の退任後

(2) 当社が拠出する金員の上限
　本制度は、中期経営計画に対応する連続する3事業年度（以下「対象期間」という。ただし、当社は現在
平成26年3月31日で終了する事業年度から平成31年3月31日で終了する事業年度までの6事業年度を対象
とする中期経営計画の後期3年間を推進中であることから、平成30年に設定する本制度においては、当該中
期経営計画の期間に対応させるため、その残存期間である平成31年3月31日で終了する1事業年度を当初の
対象期間とし、本(2)第4段落の信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度とする。）を対象
とします。
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　当社は、対象期間ごとに合計300百万円（ただし、平成30年に設定する本制度においては100百万円と
する。）を上限とする金員を、取締役への報酬として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする
信託期間3年間（ただし、本(2)第4段落に定める信託期間の延長を含むものとし、平成30年に設定する本
制度においては信託期間1年間とする。）の本信託を設定します。
　本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場または当社（自己
株式処分）から取得します。信託期間中、当社は取締役に対するポイントの付与を行い、本信託は当社株式
等の交付等を行います。
　なお、信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更及び追加信託を行うこと
により、本信託を継続することがあります。その場合、信託期間を3年間延長し、信託期間の延長以降の3
事業年度を新たな対象期間とします。当社は、延長された信託期間ごとに、合計300百万円の範囲内で、追
加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役に対するポイントの付与を継続し、本信託は、当社
株式等の交付等を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日
に本信託内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるも
のを除く。）及び金銭（以下「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される
信託金の合計額は、300百万円の範囲内とします。
　また、信託期間の終了時に、受益者要件を満たす可能性のある取締役が在任している場合には、それ以
降、取締役に対するポイントの付与は行われませんが、当該取締役に対する当社株式等の交付等が完了する
まで、最長で10年間、信託期間を延長させることがあります。

(3) 取締役が取得する当社株式等の数の算定方法及び上限
　信託期間中の所定の時期に、毎事業年度における役位に応じて定められたポイントが付与され、対象期間
の終了後に中期経営計画に掲げる会社業績指標等の達成度に応じて、当該対象期間にかかるポイントの合計
値の加減算を行います。原則として取締役の退任後にポイントの累積値（以下「累積ポイント」という。）
に応じて当社株式等の交付等が行われます。
　なお、1ポイントは当社株式1株とし、本信託内の当社株式が株式の分割、株式無償割当て、株式の併合
等によって増加または減少した場合、当社は、その増加または減少の割合に応じて、1ポイント当たりの交
付等が行われる当社株式の数を調整します。
　信託期間中に取締役に付与するポイントの総数は、1事業年度当たり150,000ポイントを上限（対象期間
の満了後に行う中期経営計画に掲げる会社業績指標等の達成度による加算が最大値となる場合を前提とし
た上限）とします。対象期間中に本信託が取得する株式数（以下「取得株式数」という。）は、かかる
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年間付与ポイントの上限に信託期間の年数3を乗じた数に相当する株式数（450,000株。ただし、平成30
年に設定する本制度においては信託期間の年数1を乗じた数に相当する150,000株とする。）が上限となり
ます。上記のポイントの調整がなされた場合、その調整に応じて、取得株式数の上限も調整されます。
　取締役に対して交付等を行う当社株式等の総数の上限は、上記(2)の信託金上限額を踏まえて、直近の株
価等を参考に設定しております。

(4) 取締役に対する当社株式等の交付等の時期
　受益者要件を充足した取締役は、取締役の退任後に、上記(3)に基づき算出される数の当社株式等の交付
等を受けるものとします。このとき、当該取締役は、累積ポイントの50％に相当する数の当社株式（単元
未満株式は切捨て）について交付を受け、残りについては本信託内で換価したうえで、換価処分金相当額の
金銭の給付を受けるものとします。
　なお、信託期間中に取締役が死亡した場合、その時点で付与されている累積ポイントに応じた当社株式に
ついて、そのすべてを本信託内で換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭の給付を当該取締役の相続
人が受けるものとします。
　また、信託期間中に取締役が国内非居住者となる場合、その時点で付与されている累積ポイントに応じた
当社株式について、そのすべてを本信託内で換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭の給付を当該取
締役が受けるものとします。

(5) 本信託内の当社株式に関する議決権
　本信託内の当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないも
のとします。

(6) その他の本制度の内容
　本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都
度、取締役会において定めます。

以　上
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添付書類
事業報告（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
1．事業の経過及びその成果
　当期における国内経済は、全般的に緩やかな回復傾向にはあるものの、力強さを欠く状況で推移しました。米
国経済は、雇用環境の改善が続く等、各経済指標は回復の兆しを示しております。欧州経済は、英国のＥＵ離脱
問題による見通し不透明感から景気に減速感がありました。アジア経済は、一部で一服感はあるものの、中国を
はじめとして景気の持ち直し基調が見られました。
　このような情勢のもと、当社グループは、平成25年2月に中期経営計画「シチズングローバルプラン2018」
を策定し、製造革新を進め収益力強化を図るとともに、真のグローバル企業となるべく、時計事業を中心に新た
な成長戦略を推進してまいりました。
　当期の連結業績は、売上高は3,200億47百万円（前期比2.4％増）、営業利益は249億20百万円（前期比
15.9％増）となり、増収増益となりました。また、経常利益は266億64百万円（前期比21.3％増）、親会社株
主に帰属する当期純利益は193億3百万円（前期比16.5％増）とそれぞれ増益となりました。

（連結業績）
売上高 3,200億47百万円 （前期比 2.4％増）

営業利益 249億20百万円 （前期比 15.9％増）

経常利益 266億64百万円 （前期比 21.3％増）

親会社株主に帰属する当期純利益 193億 3百万円 （前期比 16.5％増）
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　企業集団の事業区分別売上状況は次のとおりであります。

時計事業

51.2%

売上高構成比
1,636

132期
（前期）

133期
（当期）

1,637
連結売上高 

0.1％増

（単位：億円）

144

132期
（前期）

133期
（当期）

161
連結営業利益 （単位：億円）

11.7％増

　ウオッチ販売のうち、“CITIZEN”ブランドの国内市場は、都市部を中心にインバウンド需要の回復が顕著でし
た。高価格帯のEco-Drive One、CAMPANOLAやThe CITIZENの限定モデルのほか、PROMASTERも好調に
推移しました。しかしながら、当社の主力である中価格帯の需要は勢いを欠き、全体では減収となりました。
　海外市場においては、市場により濃淡はあるものの、引き続き市場の緩やかな回復が続き、増収となりまし
た。北米市場は、期初から続く大手流通の店舗整理や在庫調整の影響を受けたものの、下期を中心に回復を示し
たことから、増収となりました。欧州市場は、個人消費が冷え込む英国やイタリアでの売上が伸び悩む一方で、
ドイツでの販売が堅調に推移し、円安の追い風もあり増収となりました。アジア市場は、経済活動の緩やかな拡
大を背景に市場が徐々に力強さを取り戻し、特に中国は、オンライン流通向け、実店舗流通向けともに販売が拡
大しました。
　“BULOVA”ブランドは、主要市場である北米全体の流通再編等の影響がありましたが、新たな販売チャネル
の獲得に努めた結果、横ばいとなりました。
　“Q&Q”ブランドは、アメリカ市場で好調を維持し、増収となりました。
　“Frederique Constant”ブランドは、アジア地域向けを中心に、堅調に推移しました。
　ムーブメント販売は、市場の回復に力強さを欠いており、また、高付加価値商品の需要が伸び悩んでいる影響
を受けて、減収となりました。
　以上の結果、時計事業全体では、中価格帯の需要の回復が当社の想定よりも遅れている中、中期経営計画の施
策であるマルチブランド戦略の効果等があり、売上高は1,637億18百万円（前期比0.1％増）と、増収となりま
した。営業利益においては、重点施策の一つである高価格帯製品の販売が好調に推移したこと等による製品単価
の上昇や製品ミックスによる収益性の改善もあり、161億83百万円（前期比11.7％増）と、増益となりまし
た。
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工作機械事業

20.0%

売上高構成比

496

132期
（前期）

133期
（当期）

640
連結売上高 （単位：億円）

28.9％増

133期
（当期）

64

132期
（前期）

104
連結営業利益 （単位：億円）

63.0％増

　国内市場は、自動車関連及び半導体製造装置関連を中心に販売が堅調に推移し、増収となりました。
　米州市場は、医療関連を中心に設備投資需要が旺盛となり、増収となりました。
　欧州市場は、自動車関連を中心に堅調に推移したドイツや、優遇税制の後押しを受けたイタリアが市場全体を
牽引し、増収となりました。
　アジア市場は、中国で主要業種全般が堅調に推移したほか、アセアン地域でも自動車関連及び精密関連が底堅
く推移し、増収となりました。
　以上の結果、工作機械事業全体では、国内外の好調な市況と当社グループの独自技術であるＬＦＶ（低周波振
動切削）搭載機が寄与し、売上高は640億49百万円（前期比28.9％増）と、大幅な増収となりました。営業利
益においては、好調な市況を背景とした大幅な売上増と高単価機種の伸長を受け、104億43百万円（前期比
63.0％増）と、大幅な増益となりました。
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デバイス事業

20.5%

売上高構成比

694

132期
（前期）

133期
（当期）

655

連結売上高 （単位：億円）

5.6％減

39

132期
（前期）

133期
（当期）

27

連結営業利益 （単位：億円）

30.2％減

　精密加工部品のうち、自動車部品は、国内、北米、欧州及び中国向けでブレーキ部品を中心に堅調に推移しま
したが、スマートフォン向けスイッチが大きく落ち込み、精密加工部品全体では減収となりました。
　オプトデバイスのうち、チップＬＥＤは、照明向けの競争環境が激化する中、車載向け及びアミューズメント
向け等が堅調に推移しました。また、バックライトは、車載向け製品の売上が拡大したほか、照明ユニットも売
上を伸ばし、オプトデバイス全体では増収となりました。
　その他部品については、水晶デバイスがＩｏＴ市場の拡大による需要増を受けて堅調に推移した一方で、強誘
電性液晶マイクロディスプレイの需要が減少した結果、その他部品全体では減収となりました。
　以上の結果、デバイス事業全体では、オプトデバイスが売上を伸ばしたものの、スイッチの落ち込みの影響を
受け、売上高は655億96百万円（前期比5.6％減）と、減収となりました。営業利益においては、売上の減少に
より、27億82百万円（前期比30.2％減）と、減益となりました。
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電子機器事業

6.4%

売上高構成比

217

132期
（前期）

133期
（当期）

205

連結売上高 （単位：億円）

5.5％減

5

132期
（前期）

133期
（当期）

5
連結営業利益 （単位：億円）

1.2％増

　情報機器は、フォトプリンターが大幅な増収となったほか、ＰＯＳプリンター、ラベルプリンターも堅調に推
移しましたが、大型ドットプリンターにおける市場規模の縮小と前期にあった特需の反動により、情報機器全体
では減収となりました。なお、大型ドットプリンターについては、今後も収益改善が見込めない状況であること
から、当期末をもって撤退することといたしました。
　健康機器は、国内市場で血圧計が伸び悩んだほか、海外市場においては、中東向けが伸長したものの、米州向
けと中国向けの販売が落ち込んだ結果、減収となりました。
　以上の結果、電子機器事業全体では、注力するフォトプリンター、ＰＯＳプリンター及びラベルプリンターが
総じて堅調に推移したものの、大型ドットプリンターの大幅な落ち込みを補うには至らず、売上高は205億80
百万円（前期比5.5％減）と、減収となりました。営業利益においては、売上高は減収となったものの、収益改
善に向けた取組みを進めた結果、5億13百万円（前期比1.2％増）と、増益となりました。
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その他の事業

1.9%

売上高構成比
80

132期
（前期）

133期
（当期）

61

連結売上高 （単位：億円）

23.8％減

3

132期
（前期）

133期
（当期）

3
連結営業利益 （単位：億円）

8.2％減

　宝飾製品は、国内消費マインドに回復の兆しが見られず、主力のマリッジリングが苦戦したほか、展示会にお
いても売上を伸ばすことができませんでした。
　以上の結果、その他の事業全体では、主に宝飾製品の伸び悩み及び球機用機器事業からの撤退により、売上高
は61億2百万円（前期比23.8％減）と減収となりました。営業利益においては、不振が続いていた球機用機器
事業からの撤退により、一定の収益改善が図れたものの、宝飾製品の売上減により、3億11百万円（前期比8.2％
減）と、減益となりました。

　(注)　各事業の営業利益の合計302億34百万円と営業利益249億20百万円の差は、事業間の取引消去及び各事業に配分していない
全社費用であります。

事業区分別売上高

区分 金額（百万円） 構成比（%） 対前期比増減率（%）

時計事業 163,718 51.2 0.1

工作機械事業 64,049 20.0 28.9

デバイス事業 65,596 20.5 △5.6

電子機器事業 20,580 6.4 △5.5

その他の事業 6,102 1.9 △23.8

合　　計 320,047 100.0 2.4
（注）総売上高の海外売上高比率は67.1％であります。
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2．資金調達の状況
　該当事項はありません。

3．設備投資の状況
　当期中に実施いたしました設備投資額は、168億54百万円であります。設備投資の主なものは次のとおりで
あります。
（1）時計事業の生産設備に79億95百万円
（2）工作機械事業の生産設備に23億78百万円
（3）デバイス事業の生産設備に50億20百万円
（4）電子機器事業の生産設備に2億54百万円
（5）その他の事業の生産設備に27百万円

4．重要な企業再編行為等
　該当事項はありません。

5．他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。

26

資金調達の状況、設備投資の状況、重要な企業再編行為等、他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況



2018/05/23 15:31:35 / 17368535_シチズン時計株式会社_招集通知（Ｃ）

6．対処すべき課題
　当社は、平成25年2月に、平成31年3月期を最終年度とする中期経営計画「シチズングローバルプラン2018」
（以下「本中期経営計画」という。）を策定しました。
　本中期経営計画におけるスローガンを「真のグローバル企業を目指して　～スピードと活力の溢れる企業グル
ープへ～」と定め、以下の2項目を基本的な経営方針として、グローバルな市場において求められる「価値」を
継続して提供できる「真のグローバル企業」を目指してまいります。

1．時計事業及び時計製造で培われた強みを生かせる領域にフォーカスし、カテゴリートップクラスのグロー
バル競争力を持つ事業の集合体を目指す。

2．高収益体質になるべく、製造革新を進め収益力強化を図る。
　本中期経営計画の前期3年間（平成26年3月期～平成28年3月期）では、筋肉質な経営体質の構築を図るた
め、徹底した構造改革と体質強化を行いました。後期3年間（平成29年3月期～平成31年3月期）では、より一
層厳しさを増すグローバル競争に打ち勝つために、収益性の向上を目的として製造力の強化を更に推し進め、同
時に積極的に成長投資を行うことで業績の拡大を図り、平成31年3月期のありたい姿である「真のグローバル企
業」を目指してまいります。
　後期3年間（平成29年3月期～平成31年3月期）では、当社が抱える経営課題を克服するべく、以下の4項目
につきまして重点的に取り組んでおります。

1．徹底した体質強化と製造力の強化
　前期3年間（平成26年3月期～平成28年3月期）では、構造改革を含めさまざまな施策に取り組みました
が、後期3年間（平成29年3月期～平成31年3月期）も製造革新による原価低減や資産の効率的運用を実践
し、より一層取組みを強化しております。

2．事業成長に向けた積極的投資とマーケティング力の強化
　前期3年間（平成26年3月期～平成28年3月期）の構造改革により創出した資金を積極的に成長投資へ振
り向け、業績の拡大を目指すとともに、お客様の求める価値を継続的に把握、提供できるマーケティング力
を強化してまいります。

3．製品・事業の選択と集中
　前期3年間（平成26年3月期～平成28年3月期）では、事業ポートフォリオを明確にしました。後期3年間
（平成29年3月期～平成31年3月期）は、事業や製品の選択と集中を推進し、事業ポートフォリオの実践を
進めてまいります。
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4．人の生産性改善と人材力強化
　グローバル環境の中であらゆる変化に迅速に対応できるよう、求められる人材ビジョンを明確にし、人材
育成と精鋭化集団としての組織力の強化に取り組んでおります。

　本中期経営計画における事業別の戦略としましては、
1．時計事業

　「製品からブランドへ」をスローガンに掲げ、シチズンブランド事業を成長の核とし、マルチブランド戦
略を推し進めております。そして重点市場と位置付けた国内と北米市場での積極的な取組みを継続してま
いります。また、厳しい競争を勝ち抜くために、成長に向けた投資を加速し、多様化するニーズに対応する
べく製造力の強化を推進し、収益性の向上を目指しております。

2．工作機械事業
　時計部品の製造で培われた小型化技術及び精密加工制御技術に基づき、顧客のニーズを正確に捉えた新技
術を搭載した製品の拡大と世界最先端の生産革新ソリューションを創造し、「新・モノづくり企業」のポジ
ションを確立することで、自動盤トップシェアの地位を確固たるものとして邁進しております。

3．デバイス事業
　当社グループの強みである金属部品や脆性材の加工技術を生かし、グローバルニッチ市場で勝てる小型精
密部品事業の拡大を目指しております。LED製品については、当社グループ独自の強みである小型薄型化、
高輝度化等を更に追求しつつ、日亜化学工業株式会社との資本・業務提携を通じて利益の安定・拡大を目指
しております。その他のデバイス製品事業につきましても売上拡大よりも利益率の向上を目指し、収益の安
定を優先してまいります。

4．電子機器事業
　高品質・高信頼性の業務用プリンターとフォトプリンターを事業の核とし、グローバルニッチ市場を中心
とした事業展開を図り、安定的な利益の創出を目指しております。また、開発、製造、販売において効率化
を図り、利益率の向上を推進しております。

　本中期経営計画の後期3年間（平成29年3月期～平成31年3月期）の2年目となる当期は、時計市場の流通再
編や中価格帯市場の回復が遅れたことにより、中核事業である時計事業の業績は伸び悩んだものの、取り組むべ
き施策を着実に実施してまいりました。本中期経営計画の最終年度となる平成31年3月期を新中期経営計画の
助走期間と位置付け、消費者との接点である流通への対応力を強化するとともに、多様化するニーズに対応する
商品開発及び製造革新に取り組み、更なる収益性の向上と売上の拡大を図ってまいります。株主の皆様におかれ
ましては、今後とも一層のご指導、ご支援を心よりお願い申し上げます。
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7．財産及び損益の状況の推移

328,456

第130期
（平成26年度）

348,267

第131期
（平成27年度）

312,559

第132期
（平成28年度）

第133期
（平成29年度）

320,047

売上高 （単位：百万円）

31,403

第130期
（平成26年度）

30,619

第131期
（平成27年度）

21,985

第132期
（平成28年度）

第133期
（平成29年度）

26,664

経常利益 （単位：百万円）

17,572

第130期
（平成26年度）

13,201

第131期
（平成27年度）

16,573

第132期
（平成28年度）

第133期
（平成29年度）

19,303

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

421,563

247,972

第130期
（平成26年度）

406,462

237,469

第131期
（平成27年度）

247,972 237,469

395,887

249,215

第132期
（平成28年度）

249,215

第133期
（平成29年度）

412,165

263,713263,713

総資産/純資産 （単位：百万円）

54.24

第130期
（平成26年度）

41.32

第131期
（平成27年度）

52.07

第132期
（平成28年度）

第133期
（平成29年度）

60.65

1株当たり当期純利益 （単位：円）

736.17

第130期
（平成26年度）

715.38

第131期
（平成27年度）

752.21

第132期
（平成28年度）

第133期
（平成29年度）

797.75

1株当たり純資産額 （単位：円）

区分 第130期
（平成26年度）

第131期
（平成27年度）

第132期
（平成28年度）

第133期（当期）
（平成29年度）

売上高 (百万円) 328,456 348,267 312,559 320,047
経常利益 (百万円) 31,403 30,619 21,985 26,664
親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円) 17,572 13,201 16,573 19,303

1株当たり当期純利益 (円) 54.24 41.32 52.07 60.65
総資産 (百万円) 421,563 406,462 395,887 412,165
純資産 (百万円) 247,972 237,469 249,215 263,713
1株当たり純資産額 (円) 736.17 715.38 752.21 797.75

（注）1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数を用いて算定し、1株当たり純資
産額は期末の発行済株式総数から期末の自己株式数を控除した株式数を用いて算定しております。
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8．重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 300百万円 100.0 時計事業

シチズンマシナリー株式会社 2,651百万円 100.0 工作機械事業

シチズン電子株式会社 5,488百万円 79.3 デバイス事業

シチズンファインデバイス株式会社 1,753百万円 100.0 デバイス事業

シチズン・システムズ株式会社 450百万円 100.0 電子機器事業

シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社 50百万円 100.0 グループ内金融

Citizen Watch Company of America, Inc. 4,366万US$ 100.0 時計事業

星辰表（香港）有限公司 1,000万HK$ 100.0 時計事業

9．主要な事業内容（平成30年3月31日現在）
区分 主要製品

時計事業 ウオッチ、ムーブメント

工作機械事業 NC自動旋盤

デバイス事業 自動車部品、スイッチ、LED、マイクロディスプレイ、水晶振動子

電子機器事業 プリンター、健康機器、電卓

その他の事業 宝飾製品

30

重要な子会社の状況、主要な事業内容



2018/05/23 15:31:35 / 17368535_シチズン時計株式会社_招集通知（Ｃ）

10．主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）
会社名 所在地

当社 シチズン時計株式会社 東京都西東京市

子会社

シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 埼玉県所沢市

シチズンマシナリー株式会社 長野県北佐久郡御代田町

シチズン電子株式会社 山梨県富士吉田市

シチズンファインデバイス株式会社 山梨県南都留郡富士河口湖町

シチズン・システムズ株式会社 東京都西東京市

Citizen Watch Company of America, Inc. 米国・カリフォルニア

星辰表（香港）有限公司 中国・香港

11．従業員の状況（平成30年3月31日現在）
事業区分 従業員数 前期末比増減

時計事業 7,391 （3,250）名 △7 （△104）名

工作機械事業 1,724 （281） 123 （73）

デバイス事業 5,126 （1,131） △102 （△248）

電子機器事業 1,329 （44） △157 （17）

その他の事業 180 （130） △9 （18）

全社（共通） 265 （31） △3 （2）

合　　計 16,015 （4,867） △155 （△242）
（注）1．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は括弧内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2．電子機器事業における従業員の減少は、主として、海外子会社における生産体制の見直しに伴うものであります。
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12．主要な借入先の状況（平成30年3月31日現在）
借入先 借入額（百万円）

株式会社みずほ銀行 13,400

三菱UFJ信託銀行株式会社 8,000

株式会社三菱東京UFJ銀行 4,500

株式会社三井住友銀行 3,600

日本生命保険相互会社 2,600

株式会社八十二銀行 2,300

株式会社山梨中央銀行 1,000
（注）株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日をもって、株式会社三菱UFJ銀行に商号を変更しております。
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Ⅱ 会社の株式及び新株予約権等に関する事項
1．株式の状況（平成30年3月31日現在）

（1）発行可能株式総数 959,752,000株
（2）発行済株式の総数 320,353,809株
（3）株主数 28,282名
（4）大株主（上位10名）

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 35,274 11.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 28,483 8.95

日本生命保険相互会社 11,948 3.75

日亜化学工業株式会社 10,000 3.14

全国共済農業協同組合連合会 8,160 2.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 6,651 2.09

三菱UFJ信託銀行株式会社 5,375 1.69

株式会社ニコン 5,005 1.57

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 4,590 1.44

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 4,560 1.43
（注）持株比率は、自己株式2,068,553株を控除して計算しております。

2．新株予約権等の状況（平成30年3月31日現在）

　該当事項はありません。
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Ⅲ 会社役員に関する事項
1．取締役及び監査役の氏名等（平成30年3月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 戸倉敏夫

常務取締役 佐藤敏彦 時計生産統括
シチズン時計マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長

常務取締役 竹内則夫
営業統括本部長
Citizen Watch Company of America, Inc.取締役会長
Citizen Watch Italy S.p.A.代表取締役社長

取締役 古川敏之 経営企画部長、経理部・広報IR室・情報システム部担当
シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社代表取締役社長

取締役 中島圭一 シチズンマシナリー株式会社代表取締役社長

取締役 白井伸司 製品統括本部長、品質保証統括部担当

取締役 大治良高 営業統括本部副本部長

社外取締役 小松正明

社外取締役 寺坂史明 株式会社大庄社外監査役
株式会社富士通ゼネラル社外取締役

常勤監査役
社外監査役 白石晴久

常勤監査役 髙田喜雄

社外監査役 窪木登志子 弁護士
クオール株式会社社外取締役

　(注)　1．白井伸司、大治良高及び寺坂史明の各氏は、平成29年6月28日開催の第132期定時株主総会において新たに取締役に選任
され、同日就任いたしました。

2．髙田喜雄氏は、平成29年6月28日開催の第132期定時株主総会において新たに監査役に選任され、同日就任いたしまし
た。

3．当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または法令に定める最低責任限度額
のいずれか高い額としております。

4．常勤監査役　白石晴久氏は、長年、銀行及び会社の経営者を務めており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。

5．常勤監査役　髙田喜雄氏は、当社及び当社の子会社の経理部門の責任者として経理実務の経験を有しており、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。

6．社外監査役　窪木登志子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。
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7．当社は、社外取締役　小松正明及び寺坂史明の両氏並びに社外監査役　白石晴久及び窪木登志子の両氏を、東京証券取引
所の定める独立役員に指定し、届け出ております。

8．常務取締役　佐藤敏彦氏は、平成30年4月1日をもって地位が変更となり、次のとおりとなりました。
地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

専務取締役 佐藤敏彦 時計生産統括
シチズン時計マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長

なお、平成30年4月1日現在の執行役員は次のとおりであります。
地位 氏名 担当

上席執行役員 木原啓之 時計開発本部長兼研究開発センター長、環境マネジメント室担当

上席執行役員 宮本佳明 グループリスクマネジメント、総務部長、人事部担当

執行役員 瀧澤　誠 国内時計営業本部長

執行役員 宇都宮　央 ムーブメント事業部長

執行役員 森田光則 経理部長

2．当期中に退任した取締役及び監査役
氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

椛田　茂 平成29年6月28日 任期満了 取締役
グループリスクマネジメント、人事部・総務部担当

名取房満 平成29年6月28日 任期満了
取締役
シチズンリテイルプラニング株式会社代表取締役
社長

伊藤健二 平成29年6月28日 任期満了 社外取締役
TOTO株式会社顧問

羽生健一郎 平成29年6月28日 任期満了 常勤監査役
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3．取締役及び監査役の報酬等の額
区分 支給人員（名） 支給額（百万円） うち賞与（百万円）

取締役（うち社外取締役） 12（3） 236（19） 81（－）

監査役（うち社外監査役） 4（2） 42（25） －（－）

合　計（うち社外役員） 16（5） 279（45） 81（－）
　(注)　1．上記には、平成29年6月28日開催の第132期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役及び監査役を含んでおりま

す。
2．取締役（社外取締役を除く）に対する賞与81百万円は、平成30年6月27日開催の第133期定時株主総会終結後に支給する

予定の金額であります。
3．取締役（社外取締役を除く）の報酬等の総額は、平成19年6月26日開催の第122期定時株主総会において年額270百万円

以内（賞与等を含む）と決議いただいております。なお、当該決議前は、取締役の報酬等とは別に使用人兼務取締役の使
用人分給与を支給することとしておりましたが、当該決議後は、取締役の職務執行の対価は取締役の報酬等に一本化し、
すべて上記の報酬等の総額の範囲内で支給することとしております。

4．社外取締役の報酬等の総額は、平成19年6月26日開催の第122期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただい
ております。なお、社外取締役には賞与を支給しないこととしております。

5．監査役の報酬等の総額は、平成19年6月26日開催の第122期定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいてお
ります。なお、監査役には賞与を支給しないこととしております。

4．社外役員に関する事項
(1）重要な兼職先と当社との関係
　社外役員の重要な兼職先である法人等との間には、特別の関係はありません。

(2）当期における主な活動状況

氏名 地位 取締役会出席回数
（出席率）

監査役会出席回数
（出席率） 発言状況

小松正明 社外取締役 17回中17回
（100％） － 必要に応じ、主に経験豊富な経営者としての見

地から発言を行っております。

寺坂史明 社外取締役 13回中13回
（100％） － 必要に応じ、主に経験豊富な経営者としての見

地から発言を行っております。

白石晴久 社外監査役 17回中17回
（100％）

13回中13回
（100％）

必要に応じ、主に経験豊富な経営者としての見
地から発言を行っております。

窪木登志子 社外監査役 17回中14回
（約82％）

13回中11回
（約85％）

必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地か
ら発言を行っております。

(注)　社外取締役　寺坂史明氏は、平成29年6月28日開催の第132期定時株主総会において新たに選任されたため、その任期中
の活動状況について記載しております。
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Ⅳ 会計監査人の状況
1．名称　　　監査法人　日本橋事務所

2．報酬等の額
支払額（百万円）

（1）当期に係る会計監査人の報酬等の額 45

（2）当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 81
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明

確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、（1）の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2．監査役会は、会計監査人の報酬等の額について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

算出根拠等が適切であると判断し、これに同意いたしました。
3．当社の重要な子会社のうち、Citizen Watch Company of America, Inc.はKPMG LLP、星辰表（香港）有限公司はPHILIP 

LEE & CO., CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSの監査を受けております。

3．非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、アニュアルレポートに関する助言及び指導業務を委嘱しております。

4．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査役
全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招
集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数
等を勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内
容を決定いたします。
　なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監
査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断し
たうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
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Ⅴ 会社の体制及び方針
1．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）当社の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定内容の概要

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)　当社は、原則として毎月1回取締役会を開催し、重要な業務執行その他の事項を決定するほか、取締

役の職務の執行を監督する。
2)　当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款その他の社内規程に適合し、かつ、

社会的責任を果たすため、当社グループの統一した行動規範としてシチズングループ行動憲章（以下
「行動憲章」という。）を定め、取締役社長が直轄する監査・CSR部を設置し、行動憲章を当社グルー
プの取締役及び使用人に周知徹底してコンプライアンスに対する知識や意識を高め、コンプライアンス
の推進を図る。

3)　当社は、社内通報制度を設け、法令違反または不正行為による不祥事の未然防止及び早期発見並び
に自浄作用の向上を図る。

4)　取締役社長が直轄する監査・CSR部を設置し、監査計画に基づき当社グループにおける業務執行が
法令及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施する。

5)　社会の秩序や健全な事業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然たる態度で対応すること
を行動憲章等に明記し、警察等の外部関係機関と連携し反社会的勢力との関係を一切遮断する体制の整
備及び強化を図る。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制
1)　株主総会議事録、取締役会議事録、グループ経営会議議事録、経営会議議事録、稟議書その他取締

役の職務の執行に係る情報については、法令及び定款、取締役会規則、グループ経営会議規程、経営会
議規程、稟議規程その他の社内規程で定めるところにより、適切に保存し、管理する。

2)　取締役の職務の執行に係る情報の開示については、情報管理統括責任者及び情報管理担当部署を設
けるなど、取締役、監査役、株主、債権者及びその他の利害関係者から情報の開示を求められたときに
法令及び定款、シチズングループ情報管理およびインサイダー取引防止に関する規則その他の社内規程
に基づき適時かつ適正に開示できる体制を整備し、維持する。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)　取締役会の決議事項、取締役社長または担当取締役の決裁事項などで、当社グループにおける重要

な経営判断等に係る経営戦略リスクについては、グループ経営会議規程、経営会議規程、関係会社管理
規程、行動憲章、経営方針・経営計画等に基づきグループ経営会議または経営会議において慎重に審議
することなどによって適切に管理する。

2)　上記1)のほか、当社グループにおける業務の過程、取締役及び使用人の活動、システム、外生的な
事象等に係る業務リスクについては、グループリスクマネジメント基本規程等に基づき業務リスクマネ
ジメントを行うことなどによって適切に管理する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)　当社は、グループ経営会議及び経営会議を設け、取締役会の決議事項その他経営上の重要な事項に

ついて、十分な議論を尽くし審議する。
2)　取締役会における意思決定に当たっては、十分かつ適切な情報を各取締役に提供する。
3)　社内規程、取締役会決議等によって各取締役の担当業務、権限及び責任を明確にし、職務の執行が

円滑かつ効率的に行われる体制を整備する。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)　当社は、関係会社管理規程等に基づき、子会社の経営体制及び内部統制システムの整備に関する管

理または指導を行う。
2)　当社グループの個別の事業活動については、当社が策定した経営方針・経営計画を周知徹底し、グ

ループ会社（当社グループに属する会社をいう。以下同じ。）の権限と責任を明確にした上で、グルー
プ会社が各事業の業界特性等を踏まえた自立的な経営を行う。

3)　グループ経営会議、経営会議その他グループ会社で構成する会議または連絡会等を開催し、当社グ
ループにおける事業に関する重要な事項について情報の共有と連携を図る。

4)　子会社の事業が適正に行われているかどうかについて、事業統括経営会議、時計グループ統括会議
等において子会社から定期的に報告を求めるとともに、監査・CSR部の監査等によるモニタリングを行
う。
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⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
1)　監査役から職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあるときは、監査役の職務を補助するため

の十分な能力を有した監査役スタッフを置く。
2)　上記1)の求めに応じ監査役スタッフを置く場合、その独立性を確保するため、当該監査役スタッフ

は、監査役の指揮命令の下、監査役の職務の補助を専従して行うものとし、その任命、解任その他の人
事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役会の事前の同意を得る。

⑦　監査役への報告に関する体制
1)　取締役は、当社グループの事業または組織に重大な影響を及ぼす決定及び内部監査の結果について、

その内容を遅滞なく監査役会に報告する。
2)　取締役は、当社グループの業務執行に関し法令もしくは定款、行動憲章その他の社内規程に違反す

る重大な事実、当社グループの業務執行に関する重大な不正行為またはこれらの発生するおそれがある
事実その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役会
に報告する。

3)　当社の使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が上記2)に掲げる事実を知ったときは、当
社の使用人及び子会社の監査役にあっては直接に、当社の子会社の取締役及び使用人にあっては当該子
会社の監査役を通じてまたは直接に、当該事実を当社の監査役に報告できるものとする。

4)　上記1)から3)までのほか、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、
監査役の求めに応じ、事業の報告を適時かつ適正に行う。

5)　監査役会または監査役に上記1)から4)までに掲げる報告をした者が当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないものとし、社内規程の整備その他の必要な措置を講ずる。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)　取締役会、グループ経営会議、経営会議その他の重要な会議への監査役の出席を確保する。
2)　上記1)のほか、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持しつつ、代表取締役と監査役との間

の定期的な意見交換会その他の方法によって監査役とグループ会社の取締役、監査役及び使用人その他
の者との意思疎通を図り、監査役の職務の遂行に必要な情報の収集及び監査の環境の整備に協力する。

3)　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務については、法令及び社内規程に定めるところ
により適切に処理する。
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（2）当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンス体制
　シチズン電子株式会社における一連の不適切行為を受け、当社の代表取締役社長の諮問機関として、
外部有識者及び当社の独立社外役員により構成する「品質コンプライアンスモニタリング委員会」を設
置いたしました。同委員会は、当社の代表取締役社長から諮問を受け、同社における再発防止策の策定
状況や進捗状況等の事項について審査を行い、必要な助言や指導などを行っております。また、当社グ
ループのガバナンスの一層の強化を目的として、当社グループ全体の品質コンプライアンスの強化策の
検討や策定を行う「グループ品質コンプライアンス委員会」を設置することといたしました。

②　効率的な職務執行体制
　原則としてグループ経営会議を毎月1回、経営会議を毎月2回開催し、取締役会の決議事項、取締役
社長の決裁事項その他経営上の重要な事項について、十分な議論を尽くし審議しております。また、取
締役会への付議事項や決裁基準を定め、各取締役の担当業務、権限及び責任を明確にするとともに、執
行役員を選任して業務委嘱を行い、具体的な業務執行の決定に係る権限と責任の配分を実施して、効率
的な職務執行を行っております。

③　監査役の監査体制
　監査役は、取締役会、グループ経営会議、経営会議その他の重要な会議へ出席し、取締役の職務の執
行状況及び重要な意思決定の過程等を把握し、必要に応じて意見を述べました。
　監査役は、代表取締役及び会計監査人それぞれとの定期的な意見交換会を実施したほか、社外取締役
との会合により経営の監視についての連携を図っております。監査・CSR部等から、リスクマネジメン
ト体制の整備及びその運用の状況、内部通報制度の運用状況及び監査・CSR部等によるモニタリングの
結果等について報告を受け、往査を実施し、必要に応じて説明を求めることにより、当社グループの内
部統制システムの整備及びその運用状況を確認しました。監査役は、当社グループ会社の監査役との連
絡体制を整備し、当社グループ会社における取締役の職務の執行状況等についての情報収集を行ってお
ります。また、社外監査役　窪木登志子氏は、「品質コンプライアンスモニタリング委員会」の委員を
務めております。
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2．コーポレート・ガバナンス
（1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は社名の由来である「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念とし、地域社会はもとより地球環境と
調和した永続的な企業活動を通して、社会への貢献とともに企業価値を向上させていくことに努めておりま
す。この企業目的を継続的に高めていくためには、経営の透明性確保と多面的な経営への監視機能が重要であ
ると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けての取組みを実施しております。

（2）会社の機関の内容
コーポレート・ガバナンス体制

株 主 総 会

各 部 門 ・ 事 業 会 社

取締役会

代表取締役

会計監査人監査役会

監査・CSR部

グループ経営会議
経 　営 　会 　議

指名委員会 報酬委員会
選任・解任選任・解任

連携

選任・解任

選定・解任・監督

指揮・監督内部監査

提案・答申 勧告・答申

報告

監査 会計監査

答申

①　会社の機関の概要
　当社は、当社事業内容に精通した取締役7名と独立性が高い社外取締役2名で取締役会を構成しており
ます。また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されてお
ります。

②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
　当社では、迅速な経営判断と経営の透明性維持のために、常勤取締役、常勤監査役等で構成するグルー
プ経営会議及び経営会議を開催し、取締役会の決議事項その他経営上の重要事項について十分な議論と事
前審議を行っております。
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　取締役会では業務執行に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。業務執行に関
しましては、代表取締役、担当取締役及び執行役員により業務運営を行っております。当期において、取
締役会は17回開催されました。すべての取締役及びすべての監査役は、当期に開催された取締役会のう
ち、その任期中に開催された取締役会の約82％以上に出席しました。

③　指名委員会及び報酬委員会
　当社は、経営の透明性を高めるために、任意の機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置していま
す。
　指名委員会は、代表取締役、取締役社長及び取締役会長の選定に関する事項を審議し、取締役会に提案
すること等を主な職務としております。
　報酬委員会は、取締役が受ける報酬等の方針及び基準に関する事項を審議し、取締役会に対し勧告する
こと等を主な職務としております。
　各委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成されており、委員の過半数は
社外取締役が占め、1名以上の代表取締役を含むものとしております。なお、各委員会の委員長は、委員
の互選によって社外取締役から定めております。

④　監査役監査、会計監査及び内部監査の状況
　各監査役は、監査役会の定めた監査方針や監査計画に従い、取締役会、グループ経営会議、経営会議及
び事業ごとの会議等への出席、取締役等からの職務執行状況の報告や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び
財産の状況の調査等により取締役の業務執行の厳正な監査を実施しております。また、会計監査人である
監査法人日本橋事務所より会計監査の報告を受け、会計監査人と協力して当社及び子会社の監査業務等を
効率的に実施し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に向けた取組みを行っております。当期におい
て、監査役会は13回開催されました。すべての監査役は、当期に開催された監査役会のうち、その任期
中に開催された監査役会の約85％以上に出席しました。
　また、会計監査に関し、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、監査法人日本橋事務所に所属す
る木下雅彦氏、小倉　明氏及び髙橋秀和氏であります。なお、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計
士4名、公認会計士試験合格者等11名であり、当社は公正で独立した立場から会計監査を受けておりま
す。
　会計監査人の再任の可否につきましては、監査役会において審議し、決定しております。なお、再任し
ない場合は、会社法により定時株主総会に諮ることとなっております。
　会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、「Ⅳ　会計監査人の状況　4．会計監査
人の解任または不再任の決定の方針」（37ページ）をご覧ください。
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　さらに、当社は内部監査部門として監査・CSR部を設置し、年間監査計画に基づき、当社及び子会社の
業務執行が適正かつ合理的に行われているかを監査しております。
　これらの監査機関及び内部監査部門並びに内部統制部門は、相互に緊密な連絡を取り合っております。

⑤　社外役員との関係
　当社グループと社外取締役である小松正明及び寺坂史明の両氏並びに社外監査役である白石晴久及び
窪木登志子の両氏とは、特別の利害関係はありません。

3．CSRへの取組み
当社グループは、企業理念“市民に愛され市民に貢献する”を具現化する行動規範として「シチズングループ

行動憲章」を策定し、これをCSR活動の基盤に位置付けております。
グループ全体で注力すべきマテリアリティ（重要課題）を選定し、国連の持続可能な開発目標(SDGs：

Sustainable Development Goals)が掲げる世界共通の課題や目標と関連づけて、CSR活動に反映しており
ます。平成29年度は持続可能な社会の実現に向け、責任ある調達活動を進めていくために、「シチズングル
ープCSR 調達ガイドライン」を策定しました。

また、平成30年1月には、創業100周年事業の一環として、国内外にグループ各社の従業員を派遣し、直接
的な社会貢献活動に従事する「シチズン社会貢献活動派遣制度」を新たに設けました。

当社グループでは、社会環境の変化に応じた取組みを今後も継続し、皆様の期待と要請に応えるべく、グル
ープ一丸となりCSR活動を推進してまいります。

4．会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
（1）基本方針の内容
　当社グループはその名のとおり、世界の市民「CITIZEN」によりよい製品・サービスを提供することを使
命とし、“市民に愛され市民に貢献する”という企業理念のもと、「市民に愛され親しまれるモノづくり」を通
じて世界の人々の暮らしに貢献することによって、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりま
した。
　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社グループの企業理念や事業特性
を理解したうえで、グループ経営戦略を中長期的視点に立って着実に実行し、当社が今後も持続的に企業価
値・株主共同の利益を確保・向上させていくことを可能とする者でなければならないと考えております。
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　当社は、当社に対して大規模買付行為が行われた場合においても、これに応じるべきか否かは、最終的には
株主の皆様の判断に委ねられるべきであると考えており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主
共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
　しかしながら、現時点における法制度、金融環境を前提とした場合、その目的・手法等から見て、真摯に合
理的な経営を目指すものではなく、会社に回復し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要す
るおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締
役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも
有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、当社の企業価値・株主共同の利益に資さ
ないものも想定されます。
　当社は、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
として適当ではないと考えており、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組
みが必要不可欠であると考えております。
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（2）基本方針の実現に資する特別な取組み
　当社は、多数の株主の皆様に、当社の企業価値をご理解いただいたうえで長期的に当社の株式を保有してい
ただくために、様々な施策を実施してまいりました。
　例えば、平成25年2月には、平成31年3月期を最終年度とする中期経営計画「シチズングローバルプラン
2018」（以下「本中期経営計画」という。）を策定し、平成28年2月に一部見直しを行いました。
　本中期経営計画の前期3年間（平成26年3月期～平成28年3月期）では、筋肉質な経営体質の構築を図るた
め、徹底した構造改革と体質強化を行いました。
　後期3年間（平成29年3月期～平成31年3月期）の2年目にあたる当期は、次のような施策を行いました。
・時計事業の主要ブランドを世界最大級のコレクションで展開する世界で初めてのフラッグシップストア

「CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO」を東京都中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」1階にオープン。
・ムーブメントの基幹部品を製造する主要な拠点であるシチズン時計鹿児島株式会社に、需要の拡大に際して

柔軟な増産対応を可能とする工場棟の増設を決定。
・工作機械事業の重要拠点の一つである欧州での売上拡大を目的に、イギリスにおける新たな営業拠点の開設

とイタリアの本社及び営業拠点の拡大を決定。
・工作機械への旺盛な需要への対応と安定供給体制を構築するため、タイとベトナムにある製造拠点の増床及

びフィリピンにある製造拠点の拡張による生産能力の拡大を決定。
・事業や製品の選択と集中の一環として、不採算となり、今後の収益改善が見込めない大型ドットプリンター

から撤退。
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（3）基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組み
　当社は、平成25年5月23日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針」
について、これを一部変更したうえで更新すること（以下、かかる変更後の方針を「旧プラン」といいます。）
を決定し、同年6月27日開催の第128期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を受けました。
　平成28年6月28日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって、旧プランの有効期間が満了することか
ら、同年5月26日開催の取締役会において、上記（1）の基本方針を維持することを決議するとともに、旧プ
ランを一部変更したうえで更新することにつき、同年6月28日開催の第131期定時株主総会において、株主の
皆様のご承認を受けております（以下、変更後のプランを「本プラン」といいます。）。
　本プランの内容は以下のとおりであります。

①　対象となる買付
　本プランの対象となる買付は、特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為
等であります。

②　手続
　大規模買付者が、事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会による一定
の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始することを手続として定めております。

③　対抗措置の内容
　大規模買付者が手続を守らない場合等には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づいて、その時点
のすべての株主の方に対して、新株予約権の無償割当てを行います。新株予約権の無償割当てを行う場合
には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を設けることがあります。

④　対抗措置発動の要件
　当社は、以下の場合に対抗措置としての新株予約権の無償割当てを行うことがあります。

1)　大規模買付者が手続を守らない場合
2)　真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて株式を当社または

当社関係者に高値で引き取らせる目的であると判断される場合
3)　当社の経営を一時的に支配し、当社または当社グループ会社の資産等を大規模買付者やそのグル

ープ会社等に移譲させるなどの目的があると判断される場合
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4)　当社の経営を支配した後、当社または当社グループ会社の資産を大規模買付者やそのグループ会
社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断される場合

5)　当社の経営を一時的に支配して、資産の売却等によって一時的な高配当をさせ、あるいは一時的
な高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断され
る場合

6)　最初の買付で全株式の買付を勧誘せず、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にし
ないで公開買付等を行うなど、当社株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれがある買
付行為である場合

⑤　対抗措置発動までのプロセス
　独立委員会は、大規模買付者から大規模買付に関する意向表明書が提出された場合、10営業日以内に、
大規模買付者から当初提供していただく情報のリストを交付します。なお、独立委員会が、当初提供して
いただいた情報だけでは不足していると判断した場合には、十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をし
ていただくこともあります。また、独立委員会は、当社取締役会に対して60日を上限とする回答期限を
定めて大規模買付行為に対する意見等を求めることがあります。独立委員会は、大規模買付者からの情報
の提供及び当社取締役会による情報の提供が完了した後、60日以内（30日間を上限とする延長が可能で
す。）に評価、検討、交渉、意見形成を行います。
　独立委員会は、これらの情報に基づいて、当社取締役会に対して、対抗措置を発動するか発動しないか
の勧告を行い、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づいて、会社法上の機関としての決議を行いま
す。また、独立委員会は、対抗措置の発動について株主総会に付議することが相当である旨の勧告を行う
場合があり、この場合、当社取締役会は、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議しま
す。

⑥　本プランの有効期限
　本プランの有効期限は、平成28年6月28日開催の第131期定時株主総会終結の時から3年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
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（4）上記（2）及び（3）の取組みについての取締役会の判断及びその理由
①　基本方針の実現に資する特別な取組みについて

　上記（2）の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを直接目的とするも
のであり、結果として基本方針の実現に資するものです。従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の
株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断し
ております。

②　基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組みについて
　当社は、以下の諸点を考慮し、織り込むことにより、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止
する取組みが、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではないと判断しております。

1)　買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等
　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益
の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足するとともに、経済
産業省の企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛
策の在り方」並びにコーポレートガバナンス・コード原則1－5及び補充原則1－5①を踏まえたもの
です。

2)　株主意思を重視するものであること
　当社は、平成28年6月28日開催の第131期定時株主総会において、本プランについて株主の皆様
のご承認を得ております。また、本プランには、その有効期間を約3年間とするサンセット条項が付
されているほか、当社取締役の任期は1年となっていますので、たとえ本方針の有効期間中であって
も、取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。

3)　独立性の高い社外役員の判断の重視と情報開示
　当社は、取締役の恣意的判断を排除し、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断
を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しております。独立委員会委員は、当社の業務執行を
行う経営陣から独立している当社の社外役員の中から、当社取締役会が選任します。
　当社株式に対して大規模買付等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該
買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等について取締役会への勧告を行い、当
社取締役会はその判断を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関する会社
法上の機関としての決議を行います。
　このように、独立委員会によって、取締役が恣意的に対抗措置の発動を行うことのないよう厳しく
監視するとともに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報を開示し、当社の企業価
値・株主共同の利益に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
　なお、平成30年3月31日現在の独立委員会委員は、当社社外取締役小松正明、寺坂史明の両氏と、
当社社外監査役の窪木登志子氏であります。
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4)　合理的な客観的要件の設定
　本プランは、上記（3）④にて記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動され
ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保してお
ります。

5)　第三者専門家の意見の取得
　大規模買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フィナンシャル・
アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得るこ
と等ができます。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組み
としております。

6)　デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと
　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止するこ
とができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する取締
役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが
可能であります。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交
替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。
　また、当社は、取締役任期を1年とし期差任期制を採用していないため、本プランはスロー・ハン
ド型（取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防
衛策）でもありません。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。ただし、各比率、1株当たり当期純利
益及び1株当たり純資産額については、表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連結計算書類
連結貸借対照表（平成30年3月31日現在） （単位：百万円）

勘定科目 金額
資産の部
流動資産 259,670

現金及び預金 92,079
受取手形及び売掛金 62,013
電子記録債権 914
商品及び製品 52,737
仕掛品 20,590
原材料及び貯蔵品 17,213
未収消費税等 2,413
繰延税金資産 6,673
その他 5,991
貸倒引当金 △957

固定資産 152,495
有形固定資産 84,979

建物及び構築物 41,784
機械装置及び運搬具 21,013
工具・器具・備品 6,557
土地 10,293
リース資産 1,358
建設仮勘定 3,971

無形固定資産 12,051
のれん 4,356
ソフトウェア 3,940
リース資産 9
その他 3,744

投資その他の資産 55,464
投資有価証券 46,043
長期貸付金 931
繰延税金資産 5,167
その他 3,546
貸倒引当金 △199
投資損失引当金 △26

資産合計 412,165

勘定科目 金額
負債の部
流動負債 87,016

支払手形及び買掛金 21,267
電子記録債務 14,164
設備関係支払手形 192
営業外電子記録債務 755
短期借入金 6,880
1年内償還予定の社債 10,000
未払法人税等 4,884
繰延税金負債 197
未払費用 13,509
賞与引当金 5,936
役員賞与引当金 279
製品保証引当金 1,159
環境対策引当金 22
事業再編整理損失引当金 822
その他 6,943

固定負債 61,436
長期借入金 32,146
繰延税金負債 3,647
環境対策引当金 4
事業再編整理損失引当金 913
退職給付に係る負債 22,721
資産除去債務 74
その他 1,930

負債合計 148,452
純資産の部 263,713
株主資本 240,983

資本金 32,648
資本剰余金 34,000
利益剰余金 176,117
自己株式 △1,783

その他の包括利益累計額 12,928
その他有価証券評価差額金 11,909
為替換算調整勘定 2,067
退職給付に係る調整累計額 △1,047

非支配株主持分 9,801
純資産合計 263,713
負債純資産合計 412,165

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）（単位：百万円）
勘定科目 金額

売上高 320,047
売上原価 195,653
売上総利益 124,393
販売費及び一般管理費 99,473
営業利益 24,920
営業外収益 3,675

受取利息 401
受取配当金 1,348
受取賃貸料 180
持分法による投資利益 498
助成金収入 766
その他 479

営業外費用 1,930
支払利息 470
手形売却損 61
貸与資産減価償却費 45
為替差損 343
支払補償費 331
その他 678

経常利益 26,664
特別利益 4,028

投資有価証券売却益 1,480
子会社株式売却益 14
固定資産売却益 2,389
投資損失引当金戻入額 112
その他 32

特別損失 3,251
固定資産売却損 20
固定資産除却損 528
減損損失 378
事業再編整理損 1,532
コンプライアンス特別対策費等 312
その他 478

税金等調整前当期純利益 27,442
法人税、住民税及び事業税 7,633
法人税等調整額 108
当期純利益 19,700
非支配株主に帰属する当期純利益 397
親会社株主に帰属する当期純利益 19,303

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類
貸借対照表（平成30年3月31日現在） （単位：百万円）

勘定科目 金額
資産の部
流動資産 59,437

現金及び預金 19,211
受取手形 443
電子記録債権 97
売掛金 10,889
製品 19,154
仕掛品 8
原材料 236
未収消費税等 723
未収入金 6,402
繰延税金資産 1,564
その他流動資産 808
貸倒引当金 △102

固定資産 171,174
有形固定資産 15,590

建物及び構築物 9,940
機械装置 1,086
車両・運搬具 0
工具・器具・備品 722
土地 3,749
建設仮勘定 90

無形固定資産 2,113
ソフトウェア 2,105
その他無形固定資産 8

投資その他の資産 153,470
関係会社株式 112,160
投資有価証券 39,105
長期貸付金 510
長期前払費用 155
繰延税金資産 371
その他投資 2,140
貸倒引当金 △947
投資損失引当金 △26

資産合計 230,612

勘定科目 金額
負債の部
流動負債 41,264

支払手形 194
買掛金 10,766
電子記録債務 1,963
設備関係支払手形 7
営業外電子記録債務 227
短期借入金 6,814
1年内償還予定の社債 10,000
1年内返済予定の長期借入金 3,700
未払金 775
未払法人税等 2,135
未払費用 2,065
預り金 129
賞与引当金 959
役員賞与引当金 81
事業再編整理損失引当金 835
その他流動負債 606

固定負債 38,775
長期借入金 31,700
退職給付引当金 5,822
債務保証損失引当金 466
事業再編整理損失引当金 650
資産除去債務 50
その他固定負債 86

負債合計 80,040
純資産の部
株主資本 138,887

資本金 32,648
資本剰余金 36,029

資本準備金 36,029
利益剰余金 71,992

その他利益剰余金 71,992
圧縮積立金 134
繰越利益剰余金 71,858

自己株式 △1,783
評価・換算差額等 11,684

その他有価証券評価差額金 11,684
純資産合計 150,572
負債純資産合計 230,612

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
53

貸借対照表



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2018/05/23 15:31:35 / 17368535_シチズン時計株式会社_招集通知（Ｃ）

損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで） （単位：百万円）
勘定科目 金額

売上高 100,965
売上原価 72,808
売上総利益 28,156
販売費及び一般管理費 24,501
営業利益 3,654
営業外収益 7,249

受取利息 28
受取配当金 6,918
受取賃貸料 20
貸倒引当金戻入額 58
その他 222

営業外費用 1,069
支払利息 396
手形売却損 61
為替差損 198
支払補償費 331
その他 81

経常利益 9,833
特別利益 2,367

固定資産売却益 40
貸倒引当金戻入額 683
投資有価証券売却益 1,476
投資損失引当金戻入額 112
事業再編整理損失引当金戻入額 48
その他特別利益 7

特別損失 440
固定資産売却損 3
固定資産除却損 53
減損損失 0
子会社株式評価損 134
債務保証損失引当金繰入額 48
コンプライアンス特別対策費等 199
その他特別損失 0

税引前当期純利益 11,761
法人税、住民税及び事業税 890
法人税等調整額 1,139
当期純利益 9,731

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年5月17日

シチズン時計株式会社
取締役会　御中

監査法人　日本橋事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 下 雅 彦 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 倉 　 明 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 秀 和 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シチズン時計株式会社の平成29年4月1日から平成30年
3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、シチズン時計株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
　連結注記表3.(2)偶発債務に記載されているとおり、会社の連結子会社であるシチズン電子株式会社で判明した
不適切行為等について、今後の進捗次第では、損失の発生等により会社の連結業績に影響を及ぼす可能性がある
が、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、連結計算書類には反映していない。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年5月17日

シチズン時計株式会社
取締役会　御中

監査法人　日本橋事務所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木 下 雅 彦 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 倉 　 明 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 橋 秀 和 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シチズン時計株式会社の平成29年4月1日から平
成30年3月31日までの第133期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第133期事業年度の取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、監査役全員の一致した意見により、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
1．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を

受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、
内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、
以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制に
ついては、取締役等および監査法人日本橋事務所から当該内部統制の評価および監査の状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に
ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　子会社については、常勤監査役が重要な子会社の監査役を兼務しており、重要な子会社の取締役会等に
出席するほか、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。また、グループ監査の観点からは、各グループ会社の常勤監査役をメンバ
ーとする連絡会を定期的に開催し、意思疎通を図り、相互に情報を伝達し、意見の交換等をいたしました。

⑤　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から会社計算規則第131条に定める「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）ならびに計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしました。

2．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関しては、その構築および運用について継続的な改善が図られていることを確認しています。当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含
め、指摘すべき事項は認められません。なお、事業報告に記載のとおり、シチズン電子株式会社における不
適切行為が判明いたしましたが、再発防止に向けた業務執行の状況について、取締役の善管注意義務に照ら
して問題等は認められません。監査役会としては、再発防止策および当社グループのガバナンスの一層の強
化を目的とした施策の実施状況を注視して参ります。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に
ついては、指摘すべき事項は認められません。当該基本方針に基づく取り組みは、当社の株主共同の利益を
損なうものでなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと認めます。

(2)　連結計算書類の監査結果
会計監査人　監査法人日本橋事務所の監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3)　計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人　監査法人日本橋事務所の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成30年5月24日

シチズン時計株式会社　監査役会
常勤監査役

（社外監査役） 白 石 晴 久 ㊞
常勤監査役 髙 田 喜 雄 ㊞
監　査　役

（社外監査役） 窪木登志子 ㊞

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会 場
東京都新宿区西新宿六丁目6番2号
ヒルトン東京
4階「菊の間」
※受付開始は午前9時を予定しております。

交 通

東京メトロ丸ノ内線
西新宿駅
C8出口から
徒歩約2分

都営大江戸線
都庁前駅
A7出口から
徒歩約3分

京王線
小田急線
地下鉄
（東京メトロ丸ノ内線）
（都営新宿線）

新宿駅から
徒歩約10分

JR 新宿駅西口から
徒歩約10分

西武新宿線 西武新宿駅から
徒歩約10分

新宿パークタワー

新宿
ワシントンホテル

ＫＤＤＩビル

新宿マインズタワー

新宿サザンテラス
南口

新宿モノリス

線急
田小

至　東京
　　渋谷 タカシマヤ

タイムズスクエア
JR新宿
ミライナタワー

ルミネエスト 東口

新宿駅

新宿アルタ

至　池袋・中野ＪＲ線

新宿西口ハルク西口

Ｎ明治安田生命新宿ビル

新宿
郵便局

新宿エルタワー

モード学園
コクーンタワー

損保ジャパン
日本興亜本社ビル

新宿野村ビル

新宿警察署

新宿西口駅

西武新宿駅
西武新宿線

新宿センタービル

エステック情報ビル

工学院大学新宿
ファーストウエスト

新宿三井ビル

新宿ＮＳビル

新宿中央公園

ハイアット
リージェンシー
東京 小田急

第一生命ビル

新宿住友ビル

新宿グリーンタワービル

東京医科大学病院
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